
 

京都市立病院整備運営事業 

実施方針の概要 
第１ 特定事業の選定に関する事項 

１ 事業の目的・基本方針  北館を建て替えるとともに，現在の本館の改修を行い，これを契機に，感染

症や救急・災害医療等の政策医療機能，がんや生活習慣病への高度医療機能，

地域医療の支援機能を整備・拡充する「京都市立病院整備運営事業」を実施す

る。 
 本事業は，「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律」に基づき実施するものとし，施設整備に係る資金調達は本市が行い，事業

者が設計，建設，運営・維持管理を行う。 
 
 

２ 事業範囲 ・ 全体マネジメント業務 
・ 病院施設等の整備等業務 
・ 医療法に基づく医療周辺業務（検体検査業務，滅菌消毒業務，食事の提供

業務，医療機器の保守点検業務，医療ガスの供給設備の保守点検業務，洗

濯業務，清掃業務）のほか，病院運営に関する業務 
・ 施設設備維持管理業務 
・ 調達業務 
 
 
 

３ 事業スキーム ① 事業方式 
病院施設等（本館等を除く。）：ＢＴＯ（Build-Transfer-Operate）方式 
本館：ＲＯ方式（Rehabilitate-Operate）方式 

② 事業期間 
  事業契約締結日から１８年４箇月 
  （維持管理・運営は，新館供用開始時から１５年） 
③ 支払方法 

建設費：施設建設時に前払及び出来高払を行う。 
病院運営・維持管理費：新館供用開始後１５年間毎年度支払う。 
調達業務費：購入量に合わせて支払う。 

 
 
 

４ 事業スケジュール 平成２０年度 入札公告 
平成２１年度 入札，事業契約締結，設計開始 
平成２２年度 工事着工 
平成２５年度 新館での診療開始 
平成２６年度 竣工 
 
 
 



 

第２ 事業者の募集及び選定に関する事項 

１ 選定スケジュール 〔「第１ ４ 事業スケジュール」参照〕 

２ 応募者の構成 本事業の実施を予定する複数の者（構成員，主要協力企業）で構成する企業

グループ 
・ 構成員：ＳＰＣ（特別目的会社）に出資をする者 
（全体マネジメント業務を主導的に行う者及び建設業務を主導的に行う者は

必ず構成員となる。） 
・ 主要協力企業：構成員以外の者で，全体マネジメント業務，設計業務，工

事監理業務，建設業務，医療事務業務，調達業務についてＳＰＣから直接業

務を受託・請負予定の者 
・ 代表者：構成員の中で最大の議決権株式を保有する者 
 
 
 
 
 
 
 

３ 応募者の基本的な参加

資格要件 

＜資格の登録＞ 
・  一般競争入札有資格者名簿登録業者 
・  指名競争入札有資格者名簿登録業者 
・  京都市告示に定める資格を有する者 
＜アドバイザリー，審査委員との関係＞ 
・ アドバイザリー業務委託企業でない者 
・ アドバイザリー業務委託企業と資本・人的関係がない者 
・ 審査委員が属する企業との関係がない者 
＜競争入札参加資格の停止＞ 
・ 入札参加資格確認申請提出日，入札執行日及び落札者決定日において停止

を受けていない者 
＜関係会社の参加制限＞ 
次の関係に該当する場合は，同一の応募者に参加する場合を除き，そのうち

の一者しか参加できない。 
・ 親会社と子会社の関係 
・ 親会社を同じくする子会社同士の関係 
・ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
・ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 
 
 
 
 
 
 
 



 

４ 応募者の資格要件 

 

＜全体マネジメント業務＞ 
・ 平成５年度以降に一般病床３００床以上の病院において１年以上の経営コ

ンサルティングの実績（業務を行う者が複数の場合は，一者が条件を満たし

ておればよい。）を有する。 
＜設計・工事監理業務＞ 
・ 一級建築士事務所の登録を行っている 
・ 一級建築士資格を持つ常勤の自社社員を有する 
・ 平成５年度以降に，次の両方の建物の設計・工事監理の元請実績を有する

○ 一般病床３００床以上の病院 
○ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の免震構造の建物 

・ 建設業務に当たる者と異なる事業者 
＜建設業務＞ 
・ 建設工事業許可を受けている 
・ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値９５０点以上

・ 平成５年度以降に，次の両方の建物の建築実績を有する 
○ 一般病床３００床以上の病院 
○ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の免震構造の建物 

・ 監理技術者を専任で配置できる者 
＜医療事務業務＞ 
・ 平成１５年度以降に１年以上の医療事務業務の実績 
＜調達業務＞ 
・ 平成１５年度以降に１年以上の調達業務の実績 

５ 審査及び決定 ① 審査者 
・ 資格審査は本市 
・ 提案審査は，学識経験者，本市職員等で構成する提案審査委員会 

② 審査内容 
・ 入札価格 
・ 提案内容，本市の要求水準との整合性，事業計画の妥当性，確実性 

③ 審査手順 
＜資格審査（第１次審査）＞ 
・ 応募者の基本的な参加資格要件審査 
・ 応募者の資格要件審査 
＜総合審査（第２次審査）＞ 

・ 入札価格の確認 
・ 基礎項目審査 
・ 加点項目審査（提案内容，価格） 

④ 事業者の選定 
・ 審査結果を基に本市が落札者を決定する。 
・ 落札者はＳＰＣを設立し，本市は当該ＳＰＣを選定事業者とする。 

第３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

１ リスク分担 事業者が行う業務に伴い発生するリスクについては，原則として事業者が負

う。ただし，本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については，本市

が責任を負う。 



 

２ モニタリング ① モニタリングの時期 
・ 基本設計・実施設計時 
・ 工事施工時 
・ 工事完成・施設引渡し時 
・ 施設供用開始後（維持管理・運営段階） 
・ 事業契約終了時 

② 事業者に対する支払の減額 
  モニタリングの結果，規定した水準を満たしていない場合は，本市は，事

業者に対する修復勧告，支払額の減額，業務実施者の変更又は事業契約の解

除を行う。 
第４ 対象施設の立地，規模及び配置に関する事項 

箇所 構造 延べ面積 備考 
本館（改修） 鉄骨鉄筋コンクリート造 

地上７階 地下１階 
27,700 ㎡ 耐震構造 

新館（新築） 鉄骨鉄筋コンクリート造 
地上７階 地下１階 

21,000 ㎡～ 
22,000 ㎡ 

免震構造 

職員宿舎 鉄筋コンクリート造 
地上５階 

約 1,500 ㎡ 単身者用６０戸 

院内保育所 鉄筋コンクリート造 
地上２階 

約 400 ㎡  

１ 対象施設の概要 

 
２ 対象施設の立地条件 敷地面積 ３４，０５２㎡ 

用途地域 準工業地域 
景観地区 市街地型美観形成地区 
地区計画 京都市高度医療・保健衛生福祉地区 
建ぺい率 ５２．２％ 
容 積 率 ２１１．２％ 
高さ制限 ２０ｍ（病院施設に限り３１ｍ） 

第５ 事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

 解釈について疑義が生じた場合の解決方法は，事業契約書に規定する。 

第６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

１ 事業者に契約に不履行

 の懸念が生じた場合 
 事業者に契約不履行の懸念が生じた場合は，本市は事業者に修復勧告を行う。

事業者が当該期間内に修復できなかった場合は，本市は，契約を解除すること

ができる。 
２ 市の事由により事業の

継続が困難となった場合

 本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合は，事業者

は，契約を解除することができる。 
第７ 法制上及び税制上の措置並び財政上及び金融上の支援等に関する事項 

 事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定しておらず，事業者に対する

補助，出資，債務保証等の支援は行わない。 
 
 
 



 

（参考）現状配置図 
 

（４７，５８４．４６㎡） 
※建築基準法上の一団の土地 

市立病院の敷地


